
総
理
府

○

証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年

令
第
三
十
二
号
）

大
蔵
省

改

正

案

現

行

（
同
意
書
の
記
載
事
項
）

（
同
意
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
一
条

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
包
括
再
担
保

第
三
十
一
条

法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
別
表
第
三
に

契
約
に
基
づ
く
担
保
、
包
括
再
担
保
契
約
以
外
の
担
保
又
は
貸
付
の
別
に
、
別

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
包
括
再
担
保
契
約
と
は
、
証
券
会
社
が
、
証
券
会
社
の
分

別
保
管
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
信
用
取
引
保
証
金
代

用
有
価
証
券
を
証
券
金
融
会
社
又
は
同
項
に
規
定
す
る
母
店
証
券
会
社
に
担
保

と
し
て
提
供
す
る
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合
に
限
る

。
）
こ
と
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
顧
客
か
ら
包
括
的
に
同
意
を
得
る
た
め
の
契

約
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
含
む
も
の
を
い
う
。

一

当
該
担
保
に
供
さ
れ
る
有
価
証
券
は
、
当
該
契
約
締
結
時
に
顧
客
が
指
定

し
た
範
囲
の
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
。

二

当
該
契
約
を
締
結
し
た
証
券
会
社
が
当
該
契
約
に
基
づ
き
有
価
証
券
を
担

保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
同
意
を

得
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
当
該
担
保
に
供
す
る
有
価
証
券
の
種
類
、
銘
柄

及
び
株
数
又
は
券
面
の
総
額
を
記
載
し
た
明
細
書
を
、
遅
滞
な
く
、
顧
客
に

供
す
る
こ
と
。

三

顧
客
は
、
い
つ
で
も
当
該
契
約
の
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

別
表
第
三
（
第
三
十
一
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
一
条
関
係
）

－１－

（別紙２） 



書
類
の
種
類

記

載

事

項

書
類
の
種
類

記

載

事

項

包
括
再
担
保
契
約
に
基
く
担
保

単
独
担
保
又
は
混
同
担
保
に
係
る
包
括

担
保
（
貸
付
）
同
意
書

単
独
担
保
若
し
く
は
混
同
担
保
又
は
貸

同
意
書

再
担
保
契
約
で
あ
る
旨
、
当
該
包
括
再

付
の
区
分
、
預
託
を
受
け
又
は
占
有
す

担
保
契
約
の
内
容
、
同
意
者
の
住
所
又

る
に
至
っ
た
原
因
、
同
意
者
の
住
所
又

は
所
在
地
、
同
意
者
の
氏
名
又
は
名
称

は
所
在
地
、
同
意
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
同
意
年
月
日

、
同
意
年
月
日
、
有
価
証
券
の
種
類
、

包
括
再
担
保
契
約
以
外
の
担
保

単
独
担
保
又
は
混
同
担
保
の
区
別
、
預

同
意
書

託
を
受
け
又
は
占
有
す
る
に
至
っ
た
原

因
、
同
意
者
の
住
所
又
は
所
在
地
、
同

意
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
同
意
年
月
日

、
有
価
証
券
の
種
類
、
銘
柄
及
び
株
数

又
は
券
面
の
総
額

貸
付
同
意
書

預
託
を
受
け
又
は
占
有
す
る
に
至
っ
た

原
因
、
同
意
者
の
住
所
又
は
所
在
地
、

同
意
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
同
意
年
月

日
、
有
価
証
券
の
種
類
、
銘
柄
及
び
株

数
又
は
券
面
の
総
額

－２－


